
大和市告示第６９号 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱等の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和８年３月３１日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱等の一部を改正する要綱 

（大和市予防接種費用の助成に関する要綱の一部改正） 

第１条 大和市予防接種費用の助成に関する要綱（平成２２年大和市告示第６１号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１ジフテリア・百日せき・破傷風（ＤＰＴ又はＤＴ）の項中 

７，７２２円 

を ６，２９２円 

５，４６７円 
  

１１，７５９円 

に改め、同表ジフテリア・破傷風（ＤＴ）の項中「５，２１４円」を １０，３２９円 

９，５０４円 
  

「６，６００円」に改める。 

（大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費用の助成に関

する要綱の一部改正） 

第２条 大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費用の助成

に関する要綱（平成２５年大和市告示第１９８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１ジフテリア・百日せき・破傷風（ＤＰＴ又はＤＴ）１期の項中「５，４６７

円」を「９，５０４円」に改め、同表ジフテリア・破傷風（ＤＴ）２期の項中「５，２１４

円」を「６，６００円」に改める。 

（大和市特別の理由による任意の予防接種費用の助成に関する要綱の一部改正） 

第３条 大和市特別の理由による任意の予防接種費用の助成に関する要綱（令和元年大和市告示

第９４号）の一部を次のように改正する。 
 

別表第１ジフテリア・百日せき・破傷風（ＤＰＴ又はＤＴ）の項中 

７，７２２円 

を ６，２９２円 

５，４６７円 
  

 
 
 

「 

「 
」 

「 

」 

」 



 

１１，７５９円 

に改め、同表ジフテリア・破傷風（ＤＴ）の項中「５，２１４円」を １０，３２９円 

９，５０４円 
 

「６，６００円」に改める。 

（大和市予防接種費用の助成に関する要綱等の一部を改正する要綱の一部改正） 

第４条 大和市予防接種費用の助成に関する要綱等の一部を改正する要綱（令和８年大和市告示

第４３号）の一部を次のように改正する。 
 

第２条のうち大和市予防接種費用の助成に関する要綱別表第１の改正規定中 

７，７４４円 

６，３１４円 

５，４８９円 

５，２３６円 
  

を 

１１，７８１円 

に改める。 
１０，３５１円 

９，５２６円 

６，６２２円 

 

第４条のうち大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費 
 

用の助成に関する要綱別表第１の改正規定中 
５，４８９円 

を 
９，５２６円 

に 
５，２３６円 ６，６２２円 

 

改める。 

第６条のうち大和市特別の理由による任意の予防接種費用の助成に関する要綱別表第１の改 
 

正規定中 

７，７４４円 

を 

１１，７８１円 

に改める。 
６，３１４円 １０，３５１円 

５，４８９円 ９，５２６円 

５，２３６円 ６，６２２円 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第４条

の規定は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 第１条から第３条までの規定による改正後のそれぞれの要綱の規定は、施行日以後に実施す

る予防接種について適用し、施行日前に実施した予防接種については、なお従前の例による。 


